
令和３年度４月専決補正予算の概要

Ⅰ 補正予算の規模

歳入

予算

・国庫支出金 61億 36百万円

・基金繰入金 3億 12百万円◆ 一般会計補正予算 64億 48百万円

[１]県民向け県内旅行ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施 36億 4,000万円

○新型コロナウイルス感染症の影響を受けている県内観光産業の回復を図るため、国の
支援策を活用し、県民を対象とした県内旅行キャンペーンを実施

新型コロナウイルス感染症対策に要する経費

令和3年4月 長崎県

令和３年４月１２日
財 政 課

Ⅱ 補正予算の内容

新型コロナウイルス感染症

対策予算累計
1,857億 79百万円

令和元年度 4億 34百万円
令和２年度 1,383億 22百万円
令和３年度 470億 23百万円

〔ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ名〕 第２弾 ふるさとで“心呼吸”の旅キャンペーン

〔支 援 対 象〕 県内在住者の県内旅行（日帰り旅行含む） [約５０万人(泊)分]

〔支 援 内 容〕 旅行代金の５０％を支援（上限５，０００円/人（泊））及び
旅行期間中に使用可能な地域限定クーポン２千円を発行
（※４千円以上の旅行に限る。）

〔実 施 期 間〕 令和３年４月１５日（木） ～ 令和３年５月３１日（月）
（地域限定クーポンは５月１日（土）以降の宿泊・旅行から対象）

〔利 用 方 法〕 宿泊施設における直接割引又は県内旅行会社による割引商品販売

主な内容

観光振興課

　　　　　［単位：百万円、％］

　　　年　度 令和２年度 増減額 伸　率

 会　計

 ４月現計
①

現計
②

４月補正
③

計
②＋③ ④

④-①  ⑤ ⑤／①

750,283 748,631 6,448 755,080 4,797 0.6

（注）表示単位未満四捨五入の関係で、集計が一致しない箇所がある。

令　和　３　年　度

 一 般 会 計



令和3年4月 長崎県

[２]高齢者施設等の職員に対するPCR検査等の実施 6億 2,455万 8千円

○高齢者及び障害者福祉施設におけるクラスター発生を防止するため、長崎大学病院
等と連携し、施設職員に対するＰＣＲ検査等（行政検査）を実施

[３]子育て世帯生活支援特別給付金 1億 1,380万 4千円

○新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、低所得のひとり親子育て世帯の
生活を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給（３回目）

[４]生活福祉資金貸付原資の補助 20億 7,000万円

○新型コロナウイルス感染症の影響による休業等で収入減となっている世帯の資金需要
に対応するため、生活福祉資金の特例貸付を行う県社会福祉協議会に対して貸付
原資等の追加補助を実施（貸付原資等：約53億円→約74億円）

新型コロナウイルス感染症対策に要する経費

こども家庭課

〔支 給 額〕 児童１人あたり５万円

〔支 援 対 象〕 約１，４００世帯（ひとり親児童扶養手当受給者等）

※小値賀町を除く７町分（県設置福祉事務所が所管する町分）

〔支 給 時 期〕 令和３年５月１１日（４月分児童扶養手当の支給日）

主な内容

福祉保健課

〔制度概要〕

長寿社会課
障害福祉課

〔対 象〕 高齢者及び障害者福祉施設（入所系）の職員（約２万人）

〔実 施 時 期〕 令和３年４月中旬～６月末

※ 保健所設置市（長崎市・佐世保市）の管轄区域を除く県管轄分

主な内容

緊急小口資金
（一時的な資金が必要な方[主に休業された方])

総合支援資金
（生活の立て直しが必要な方[主に失業された方等]）

貸付対象者

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
休業等により収入の減少があり、緊急かつ
一時的な生計維持のための貸付を必要とす
る世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となっている世帯

貸付上限
　特　 例　20万円以内（※1）
　その他　10万円以内

　(二人以上)　月20万円以内
　(単身)　　　　月15万円以内
　貸付期間：３ヵ月以内（再貸付あり）

据置期間 １年以内（※2） １年以内（※2）

償還期限 ２年以内 10年以内

貸付利子 無利子 無利子

※2　令和４年３月末以前に償還期限が到来する予定の貸付に関しては、令和４年３月末まで延長。

※1　世帯員の中に個人事業主等がいること等の理由により、収入が減少し生活費が不足するなどの要件あり。


